
第７４号議案 

   足立区介護保険条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１８年３月２３日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区介護保険条例の一部を改正する条例 

 足立区介護保険条例（平成１２年足立区条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 
「第３章 保険給 

 第３章の２ 地 
 目次中「第３章 保険給付（第５条―第９条）」を         

 
付（第５条―第９条） 

域支援事業等（第９条の２・第９条の３）」 
                    に改める。 

   

 第１条中「地域で」の次に「尊厳を保持し、」を加える。 

 第４条中「第７条第２６項」を「第７条第８項」に改める。 

 第５条第２号中「要介護状態となるおそれがある状態」を「要支援状 

態」に改める。 

 第６条中第１１号を第１３号とし、第３号から第１０号までを２号ず 

つ繰り下げ、第２号の次に次の２号を加える。 

 （３） 地域密着型介護サービス費の支給 

 （４） 特例地域密着型介護サービス費の支給 

 第７条第１号中「居宅支援サービス費」を「介護予防サービス費」に 

改め、同条第２号中「特例居宅支援サービス費」を「特例介護予防サー 

ビス費」に改め、同条第９号中「特例特定入所者支援サービス費」を「 

特例特定入所者介護予防サービス費」に改め、同号を同条第１１号とし、 

同条第８号中「特定入所者支援サービス費」を「特定入所者介護予防サ 

ービス費」に改め、同号を同条第１０号とし、同条第７号中「高額居宅 

支援サービス費」を「高額介護予防サービス費」に改め、同号を同条第 



９号とし、同条第６号中「特例居宅支援サービス計画費」を「特例介護 

予防サービス計画費」に改め、同号を同条第８号とし、同条第５号中「 

居宅支援サービス計画費」を「介護予防サービス計画費」に改め、同号 

を同条第７号とし、同条第４号中「居宅支援住宅改修費」を「介護予防 

住宅改修費」に改め、同号を同条第６号とし、同条第３号中「居宅支援 

福祉用具購入費」を「介護予防福祉用具購入費」に改め、同号を同条第 

５号とし、同条第２号の次に次の２号を加える。 

 （３） 地域密着型介護予防サービス費の支給 

 （４） 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 

 第８条中「第４７条第２項、第４９条第２項、第５４条第２項及び第 

５９条第２項」を「第４２条の２第４項、第４２条の３第２項、第４７ 

条第２項、第４９条第２項、第５１条の３第２項、第５４条第２項、第 

５４条の３第２項、第５９条第２項及び第６１条の３第２項」に改める。 

 第３章の次に次の１章を加える。 

   第３章の２ 地域支援事業等 

 （地域支援事業等） 

第９条の２ 区は、法第１１５条の３８第１項及び第２項に規定する地 

 域支援事業を行う。 

２ 区は、法第１１５条の３９第１項に規定する地域包括支援センター 

 において行う事業を実施する。 

 （保健福祉事業） 

第９条の３ 区は、要介護被保険者を現に介護する者の支援のために必 

 要な事業及び被保険者が要介護状態等となることを予防するために必 

 要な事業を行う。 

 第１０条第１項中「３年ごとに、５年を１期」を「３年を１期」に、 

「定める」を「策定する」に改め、同条第２項第１号及び第２号を次の 

ように改める。 

 （１） 区が、住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、 



    人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サービス 

    を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘 

    案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応 

    型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域 

    密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総 

    数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並 

    びにその見込量の確保のための方策 

 （２） 各年度における地域支援事業に要する費用の額並びに地域支 

    援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策 

 第１０条第２項第３号中「指定居宅サービスの事業」の次に「、指定 

地域密着型サービスの事業」を、「介護給付等対象サービス」の次に「 

（介護給付に係るものに限る。）」を加え、同項中第４号を第５号とし、 

第３号の次に次の１号を加える。 

 （４） 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サー 

    ビスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携 

    の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（予防給 

    付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑 

    な実施を図るための事業に関する事項 

 第１０条第３項中「介護保険事業計画は」を「介護保険事業計画の策 

定に当たっては」に、「老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第２ 

０条の８の規定に基づく老人福祉計画及び老人保健法（昭和５７年法律 

第８０号）第４６条の１８の規定に基づく老人保健計画と、」を「社会 

福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条に規定する地域福祉計画 

と」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項の次に次の１項を加え 

る。 

３ 介護保険事業計画の策定に当たっては、老人福祉法（昭和３８年法 

 律第１３３号）第２０条の８第１項に規定する老人福祉計画及び老人 

 保健法（昭和５７年法律第８０号）第４６条の１８第１項に規定する 



 老人保健計画と一体のものとして作成しなければならない。 

 第１２条各号列記以外の部分中「平成１５年度から平成１７年度」を 

「平成１８年度から平成２０年度」に改め、同条第１号中「第３８条第 

１項第１号」を「第３９条第１項第１号」に、「１万９，３００円」を 

「２万５，６８０円」に改め、同条第２号中「第３８条第１項第２号」 

を「第３９条第１項第２号」に、「２万８，９００円」を「３万２，０ 

４０円」に改め、同条第３号中「第３８条第１項第３号」を「第３９条 

第１項第３号」に、「３万８，６００円」を「３万９，３６０円」に改 

め、同条第４号中「第３８条第１項第４号」を「第３９条第１項第４号」 

に、「４万８，２００円」を「５万２，５６０円」に改め、同条第５号 

を次のように改める。 

 （５） 次のいずれかに該当する者 ６万３，４８０円 

    イ 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項 

     第１３号に規定する合計所得金額（以下「合計所得金額」と 

     いう。）が２００万円未満であり、かつ、前各号のいずれに 

     も該当しないもの 

    ロ 生活保護法第６条第２項に規定する要保護者（以下「要保 

     護者」という。）であって、その者が課される保険料額につ 

     いてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要と 

     しない状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１） 

     に係る部分を除く。）、次号ロ又は第７号ロに該当する者を 

     除く。） 

 第１２条に次の３号を加える。 

 （６） 次のいずれかに該当する者 ７万８，２４０円 

    イ 合計所得金額が２００万円以上６００万円未満であり、か 

     つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

    ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ 

     の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない 



     状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る 

     部分を除く。）又は次号ロに該当する者を除く。） 

 （７） 次のいずれかに該当する者 ９万４，５６０円 

    イ 合計所得金額が６００万円以上８００万円未満であり、か 

     つ、前各号のいずれにも該当しないもの 

    ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこ 

     の号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない 

     状態となるもの（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係る 

     部分を除く。）に該当する者を除く。） 

 （８） 前各号のいずれにも該当しない者 １０万５，１２０円 

 第１４条第３項中「第３８条第１項第１号イ」を「第３９条第１項第 

１号イ」に、「又は第４号ロ」を「、第４号ロ、第５号ロ並びに第６号 

ロ」に、「第３８条第１項第１号から第４号」を「第３９条第１項第１ 

号から第６号」に改め、同条第４項を削る。 

 第１５条第１項中「（昭和２５年法律第２２６号）」を削る。 

 第２４条中「法第３４条第１項後段」を「法第３３条の３第１項後段、 

法第３４条第１項後段」に改める。 

   付 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例による改正後の足立区介護保険条例（以下「新条例」 

 という。）第１２条の規定は、平成１８年度分の保険料から適用し、 

 平成１７年度分以前の保険料については、なお従前の例による。 

 （平成１８年度及び平成１９年度における保険料率の特例） 

第３条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する 

 政令の一部を改正する政令（平成１８年政令第２８号。以下「改正令」 

 という。）附則第４条第１項第１号又は第２号のいずれかに該当する 



 第１号被保険者の平成１８年度の保険料率は、新条例第１２条の規定 

 にかかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞ 

 れ当該各号に定める額とする。 

 （１） 新条例第１２条第４号に該当する者であって、その者の属す 

    る世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成１８年度分の地方税 

    法の規定による特別区民税（同法の規定による市町村民税を含 

    むものとし、同法第３２８条の規定によって課する所得割を除 

    く。以下同じ。）が課されていないものとした場合、新条例第 

    １２条第１号から第３号までのいずれかに該当するもの ４万 

    ２，０００円 

 （２） 新条例第１２条第５号に該当する者であって、その者の属す 

    る世帯の世帯主及びすべての世帯員（地方税法等の一部を改正 

    する法律（平成１７年法律第５号）附則第６条第２項の適用を 

    受けるものに限る。）が平成１８年度分の地方税法の規定によ 

    る特別区民税が課されていないものとした場合、新条例第１２ 

    条第１号から第４号までのいずれかに該当するもの ５万２， 

    ５６０円 

２ 改正令附則第４条第１項第３号又は第４号のいずれかに該当する第 

 １号被保険者の平成１９年度の保険料率は、新条例第１２条の規定に 

 かかわらず、次の各号に掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ 

 当該各号に定める額とする。 

 （１） 新条例第１２条第４号に該当する者であって、その者の属す 

    る世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成１９年度分の地方税 

    法の規定による特別区民税が課されていないものとした場合、 

    新条例第１２条第１号から第３号までのいずれかに該当するも 

    の ４万６，６８０円 

 （２） 新条例第１２条第５号に該当する者であって、その者の属す 

    る世帯の世帯主及びすべての世帯員（地方税法等の一部を改正 



    する法律附則第６条第４項の適用を受けるものに限る。）が平 

    成１９年度分の地方税法の規定による特別区民税が課されてい 

    ないものとした場合、新条例第１２条第１号から第４号までの 

    いずれかに該当するもの ５万７，７２０円 

 （足立区介護保険給付準備基金条例の一部改正） 

第４条 足立区介護保険給付準備基金条例（平成１２年足立区条例第３ 

 ９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「事業運営期間」を「計画期間」に改める。 

  第６条中「保険給付」の次に「及び地域支援事業」を加える。 

 

 （提案理由） 

 介護保険法の改正に伴い、予防重視型の保険給付に転換するとともに、 

負担の適正化を図るため保険料率を見直すほか、規定を整備する必要が 

あるので、この条例案を提出いたします。 


